
経済要録

◆平成 10 年度一般会計予算の成立について

  平成 10年度一般会計予算は、４月８日、参議院本会議において可決、成立した（予算の

内容については、『日本銀行月報』1998 年２月号「経済要録」参照）。

◆法務省、電子取引法制に関する研究会の報告書を公表

 法務省は、４月９日、電子取引法制に関する研究会が取りまとめた報告書を公表した。法

務省による公表文は以下のとおり。

１  コンピュータネットワークを利用した電子取引及び電子申請が安全に行われるために

は、①誰誰誰誰ががががデデデデーーーータをタをタをタを作作作作成成成成しししした者かた者かた者かた者か、②デデデデーーーータタタタがががが改改改改ざざざざんんんんさささされれれれてててていいいいなななないかいかいかいか、及び③デデデデーーーータタタタ上上上上署署署署

名と名と名と名と同同同同視で視で視で視でききききるるるるもももものののの（電子電子電子電子署署署署名名名名）はははは何か何か何か何かを明らかにする必要がある。

２  電子取引法制に関する研究会は、これらについて検討を行ってきたが、平成 10 年３月

31 日、次の３点についての報告を取りまとめた。

（① 及び②に対応するもの）

（１（１（１（１））））商業商業商業商業登登登登記記記記制制制制度に基度に基度に基度に基礎礎礎礎をををを置く置く置く置く電電電電子子子子認認認認証証証証制制制制度の構度の構度の構度の構築築築築

商業登記簿に基づく会社法人情報が通常の取引や公的機関への申請において会社の

存在、代表者の資格及び代表者の同一性を確認するために広く利用されていることから、

電子取引においても、このような商業登記情報を活用した電子認証制度を構築する。

（２（２（２（２））））公証公証公証公証人人人人制制制制度度度度に基礎に基礎に基礎に基礎をををを置置置置く電く電く電く電子子子子公公公公証証証証制制制制度度度度の構の構の構の構築築築築

電子文書について確定日付の付与、私署証書の認証及び公正証書の作成という公証業

務を提供する制度を構築する。

（③ に対応するもの）

（３（３（３（３））））電子電子電子電子署署署署名名名名にににに関する関する関する関する法法法法的的的的整整整整備備備備

署名と同様の機能を有する電子署名について、署名について認められている法的効力

（民事訴訟法 228 条４項）と同様の効力を認めること等を内容とする法的整備について



検討する。

３  法務省民事局は、この報告を受けて、平成 10 年度から実証実験等の準備に着手する。

    また、電子署名に関する法的整備についても、これと同様に検討を進めていく。

    検討に当たっては、国際的な電子取引を促進するための環境の整備が必要であること、

民間の団体等を中心として電子取引をめぐる様々な国際標準の形成が進められつつある

こと、及び国際的な会合の場での議論が進展していることを踏まえつつ、情報通信の急速

な高度化に対応し、電子取引及び電子申請の実現を促進するとの観点から、民間企業や各

省庁等とも協力して進めていくことが必要であると思料される。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を発表

  日本銀行は、４月９日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会

合までの金融調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日対外

公表を行った。また、同会合において、金融政策判断の基礎となる経済および金融の情勢

に関する基本的見解を了承し、これを「金融経済月報」に掲載、同 13 日に公表したほか、

３月 13 日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを４月 14 日に公表した。

記

  無担保コールレート（オーバーナイト物）を、平均的にみて公定歩合水準をやや下回っ

て推移するよう促す。

（別添）

当面の金融政策運営について

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営につ

いて現状維持とすることを決定した（全員一致）。

◆政府、「コンピュータ西暦 2000 年問題実態調査結果」を公表

  政府は、４月 14日、「コンピュータ西暦 2000 年問題実態調査」の調査結果の報告等を行

い、これを公表した。その調査結果の概要は以下のとおり。



【中央省庁中央省庁中央省庁中央省庁】

・ 各省庁が運用管理する行政情報システムのうち、国民生活と関わりの深いもの 395 シス

テムへの調査の結果、約４割のシステムは措置済、残りのシステムについても、1999 年

12 月までにすべての措置を完了する予定。

【地方公地方公地方公地方公共共共共団体団体団体団体】

・ 地方公共団体においても、都道府県では対応完了・具体的作業段階を合わせて約 85％、

作業計画作成段階が約 10％となっており、順調な対応がなされている。他方、市区町村

では、現在のところ対応完了・具体的作業段階を合わせて全体の１／３程度にとどまっ

ているが、今後、早急に進む見込み。

【民間部門民間部門民間部門民間部門】

・ 全体的には、多少の程度の差はあるが、致命的な対応の遅れは認められず、概ね着実に

進捗しているものと認められる。

・ 金融・電力等、トラブルが発生した際に社会的・経済的に大きな影響を与える業種は、

経営層をはじめとして認識が徹底しており、ほとんどの企業が計画的に対応作業に取り

かかっているところ。

・ 対応は、1998 年度後半から 1999 年前半に集中する予定であり、現在実作業に着手して

いない企業は、早急な対応を始めなければ、必要な技術者が確保できない懸念がある。

◆総合経済対策について

  政府は、４月 24日、財政負担 12 兆円程度、総事業費 16 兆円超となる過去最大規模の総

合経済対策を発表した。その概要については、以下のとおり。

１．総合的な経済対策によって 21 世紀の展望をひらく

・現下の厳しい経済状況から早期に脱却して、我が国経済を力強い回復軌道に乗せるとと

もに、21世紀の活力ある我が国経済社会を実現するためには、次の３つの課題を同時に

進める必要がある。

① 社会資本整備や減税による思い切った内需拡大策を実施する。

② 経済構造改革を強力に推進する。上記の内需拡大策は、短期的な需要喚起と同時に、

民間活力を発揮させるよう規制緩和を進めつつ、21 世紀を見据えて真に必要とされる社

会資本を整備するなど、中長期的に我が国経済の体質を改善・強化する経済構造改革の

方向と整合的なものとする。



③ 景気回復の阻害要因となっている不良債権処理を促進する。

  このような基本的な考え方に立ち、以下の内容からなる総合経済対策を講じる。国と

地方の減税や社会資本整備の財政負担は合計で 12 兆円程度、総事業費は 16兆円超と過

去最大の規模。

  財政構造改革法については、財政構造改革会議決定に沿って所要の改正を行う。

２．対策の内容

（１）21世紀を見据えた社会資本整備等

・21 世紀を見据え、豊かで活力のある経済社会の構築に向けて、真に必要となる社会資

本を整備することとし、国・地方あわせて総額７兆 7000 億円程度の事業を実施する。

１）１）１）１）    国を国を国を国を中中中中心と心と心と心とししししたたたた社社社社会資会資会資会資本本本本整整整整備備備備等等等等

―  環境への負荷の少ない経済社会の実現を目指し、環境・新エネルギー特別対策事

業として 1兆 6000 億円程度の事業を実施する。

―  我が国将来の発展基盤となる情報通信の高度化や科学技術の振興を図るとの観

点から、情報通信高度化・科学技術振興特別対策事業として 1 兆円程度の事業を実

施する。

―  少子・高齢化の急速な進展等を踏まえ、福祉・医療・教育特別対策事業として 1

兆円程度の事業を実施する。

―  多様な物流サービスの効率的な提供に向けて、物流効率化特別対策事業として

8000 億円程度の事業を実施する。

―  災害から国土を保全し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、緊急防災特

別対策事業として 8000 億円程度の事業を実施する。

―  公共投資の経済効果を最大限高める観点から、中心市街地活性化等民間投資誘発

特別対策事業として 8000 億円程度の事業を実施する。

―  災害復旧事業については、速やかな事業実施を図ることとし、2000 億円程度の事

業を実施する。

２）２）２）２）    地方地方地方地方単単単単独事独事独事独事業業業業のののの推推推推進進進進

―  地方単独事業についても、地域の実情に則して、社会資本等の整備が図られるよ

う、地方公共団体に対して、1兆 5000 億円程度の事業費の追加を要請する。

３）３）３）３）    公共公共公共公共事事事事業等業等業等業等のののの施施施施行行行行促促促促進進進進

―  公共事業等の執行に当たっては、上半期契約率 81％以上と過去最高の施行促進を

図る。



４）４）４）４）    ＰＦＰＦＰＦＰＦＩＩＩＩの推の推の推の推進進進進

―  民間の技術力、経営力及び資金力を活用した新たな手法による社会資本整備（Ｐ

ＦＩ）を強力に推進する。

５）５）５）５）    住宅住宅住宅住宅投投投投資の資の資の資の促促促促進進進進

―  住宅金融公庫の融資条件の改善等により住宅投資の促進を図る。

６）６）６）６）    北海北海北海北海道道道道経済経済経済経済にににに関関関関すすすする措る措る措る措置置置置

―  北海道地域経済の活性化のため、公共事業の重点配分等を行う。

（２）特別減税等による経済活性化

・所得税・個人住民税について、特別減税の追加・継続（合計４兆円）を行う。

・投資、住宅について税制上、政策的な配慮を行う。

１）１）１）１）    特別特別特別特別減減減減税の税の税の税の追追追追加加加加・・・・継継継継続続続続

―  所得税・個人住民税について、本年すでに２兆円の特別減税を実施しており、さ

らに２兆円の定額による特別減税を追加実施する。これによる減税額は、納税者本

人は 2.9 万円、扶養親族一人当たり 1.45 万円となる。所得税については、給与所得

者の場合、平成 10年８月１日以後実施される。

    また、来年も２兆円の特別減税を行う。減税方法等については今後検討する。

２）２）２）２）    政策政策政策政策減減減減税税税税

―  投資、住宅について税制上、政策的な配慮を行う。

３）３）３）３）    法人法人法人法人課課課課税税税税

―  法人課税については、今後３年のうちにできるだけ早く、国・地方を合わせた総

合的な税率を国際的な水準並みにするよう、検討を行う。

４）４）４）４）    所得所得所得所得課課課課税税税税

―  個人所得課税については、公正・透明で国民の意欲が引き出せるような税制を目

指し、幅広い観点から検討を行う。

（３）経済構造改革の推進

・我が国の資本、人材、技術等の優れた資源が最適に活用され、時代のニーズに円滑に

対応できる柔軟で創造的な経済構造を構築する必要がある。



・民間部門がその活力を最大限に発揮できるようにするとともに、弱者の保護にも配慮

しつつ自己責任の原則を貫徹する条件を整えるなど、我が国経済の発展基盤を整備す

る。

・そのため、先般取りまとめられた規制緩和推進３か年計画に基づき規制緩和を強力に

推進するとともに、以下の施策を実施する。

１）１）１）１）    ベンベンベンベンチチチチャーャーャーャー企企企企業業業業育育育育成成成成

・創造力や独創性に富む個人や企業が、新規技術・事業に積極果敢に挑戦できるような

環境整備に努め、ベンチャー企業の育成を図る。

―  ベンチャー企業に対する債務保証を強化する。

２）２）２）２）    中小中小中小中小企企企企業対業対業対業対策策策策等等等等

・中小企業等を支援していくことは、構造改革を強力に進めていく上でも重要である。

このため、中小企業に対する必要な資金供給が妨げられることがないよう、財政投融

資の活用による中小企業への融資の拡充等、中小企業支援対策等を講じる。

―  中小企業金融の融資対象拡大のため、卸売業・小売・サービス業の定義を改定す

る。

―  政府系金融機関に対する追加出資等を行う。

―  情報機器の配備等の中小企業の情報化を促進する。

３）３）３）３）    雇用雇用雇用雇用対対対対策策策策

・雇用の先行き不安を払拭するための施策を講ずる。同時に、従来型産業での雇用調整

の中で、新規産業における雇用拡大の実現のため、労働移動の円滑化を図り、また、

少子高齢化の中で、高齢者や女性の高い労働ポテンシャルを積極的に引き出していく

必要がある。

―  「緊急雇用開発プログラム」を実施する（雇用調整助成金 500 億円程度の増額等）。

―  労働者派遣事業について、中央職業安定審議会の結論を得てネガティブリスト化、

派遣期間、労働者保護のための措置等を中心に見直しを行う。

４）４）４）４）    資金資金資金資金供供供供給シ給シ給シ給シスススステテテテムムムムの変の変の変の変革革革革

・最近の資産デフレによる担保価値の下落等により、金融機関の資金供給機能が十分に

発揮されていない現状に鑑みても、新規企業や新規事業に多様な資金供給チャンネル

を通じて資金が流れるようにする。また、投資顧問業者等の専門家の能力の活用等、

資産運用の一層の効率化が図れるようにする。

―  投資顧問業、証券投資信託委託業に係る規制を緩和する。

―  郵便貯金資金事業の健全な経営確保を図るとともに、郵便貯金資金の市場への適



切な還元を図るため、郵便貯金の自主運用資金である金融自由化対策資金を増額す

る（４兆円）。

（４）土地・債権の流動化と土地の有効利用

・債権債務関係の迅速・円滑な処理、土地の整形・集約化と都市再開発の促進、都市再

構築のための土地需要の創出に係る思い切った措置を総合的に講ずることにより、土

地取引を活性化し、不良債権問題を抜本的に解決する。

・その際、土地は資源であるという発想に立ち、土地の有効活用やスペースの増大を図

り、ゆとりある生活環境や経済活動空間の実現を併せて目指す必要がある。

以上を受け、２兆 3000 億円の事業を実施する。

１）１）１）１）    債権債権債権債権債債債債務関務関務関務関係係係係のののの迅迅迅迅速速速速・・・・円円円円滑滑滑滑なななな処処処処理理理理

―  不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係等を整理する臨時不動産関係権利

調整委員会（仮称）の整備に向け、必要となる法案を次期国会に提出すべく検討を

行う。また、当該委員会のあっせん等によって当事者間の合意が得られた債務者の

合理的な再建計画が策定される場合の税制上の措置を検討する。

―  不動産投資情報のディスクロージャーの拡充、郵貯・簡保資金による資産担保証

券への運用の検討等など資産担保証券の市場整備を図る。

２）２）２）２）    土地土地土地土地のののの整形整形整形整形・・・・集集集集約約約約化と化と化と化と都都都都市市市市再再再再開開開開発発発発の促の促の促の促進進進進

―  住宅・都市整備公団において土地有効利用事業推進本部（仮称）の設置、土地取

得のための臨時の出資金・財政投融資の適切な活用等を通じて新たな仕組みを整備

する。また、民間都市開発推進機構において、土地取得業務の拡大、都市開発プロ

モート体制の整備等を行う。

３）３）３）３）    都市都市都市都市再再再再構築構築構築構築ののののたたたためめめめの新の新の新の新たたたたなななな土土土土地地地地需需需需要の要の要の要の創創創創出出出出

―  防災対策、高齢者福祉、中心市街地活性化等、都市の再構築のため必要となる公

的土地需要への積極的な対応、民間需要不足への補完のための諸施策を広範に講じ

る。

（５）アジア支援策

・通貨・金融の混乱により経済的困難に直面しているアジア諸国の経済安定化や構造改

革支援のため、ＩＭＦ等の国際金融機関やＧ７諸国等と協調しつつ、以下の措置を講

ずる。

―  財政投融資を適切に活用し、日本輸出入銀行のツーステップローン、投資金融等

により、貿易金融の円滑化等を支援する。



―  足の速い円借款について緊急特利制度を設ける等により、経済構造改革を支援す

る。

―  研修員受け入れ・専門家派遣等、人材育成の支援を強化する。

―  食糧・医療品等生活必需品確保のための支援を行う（インドネシアに対する政府

米貸し付け 50万トン、供与 10 万トン程度）。

３．対策の点検・推進

・対策の決定事項を着実かつ迅速に実施することで、我が国経済の早期回復と活性化を図

る。このため、経済対策の主な施策分野について、内閣官房長官主宰による関係省庁の

会議を機動的に開催し、実施状況の点検を行い、必要な措置について討議・推進してい

く。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を発表

  日本銀行は、４月 24日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会

合までの金融調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日対外

公表を行った。また、３月 26日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを

４月 30 日に公表した。

記

  無担保コールレート（オーバーナイト物）を、平均的にみて公定歩合水準をやや下回っ

て推移するよう促す。

（別添）

当面の金融政策運営について

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営につ

いて現状維持とすることを決定した（全員一致）。

◆日銀ネット社債等ＤＶＰシステム、稼動開始

  ４月 27 日、日銀ネットとＪＢネット（Japan Bond Settlement Network）との接続によ

り、「日銀ネット社債等ＤＶＰシステム」が稼動を開始した。これにより、国債に続き、社



債等の受渡しに伴う金融機関間の資金決済についても、日本銀行当座預金を使ったＤＶＰ

（社債等の受渡しと資金決済を相互に条件付けて実行すること）が利用可能となった（な

お、日本銀行当座預金の決済は、当面「３時」時点における時点決済）。当システムの概略

は、以下のとおり。

新しい新しい新しい新しい社社社社債等決済の債等決済の債等決済の債等決済の仕仕仕仕組組組組みみみみ

１． 登録機関は、ＪＢネット経由で受け取った移転登録請求(③)のう

ち、決済可能な請求をＪＢネットに通知(④)。ＪＢネットは、当該

請求に伴う資金情報を日銀ネットに繋ぎ、入金を依頼(⑤)。

社債等登録簿

   甲        乙

日銀ネット当預系

   甲        乙

⑧ ⑥

J B

ネット

証券決済

登録機関

資金決済

本    行

甲

(譲渡人)

乙

(譲受人)

①

債券売却

入金 引落

⑦

④

③

移転

登録

請求
②

移転登録 (資金

同時受渡)請求

⑤

⑦

入金依頼

ＤＶＰ

原則決済日

の前営業日



２． 本行は、当預の入金・引落を行い(⑥)、資金決済が完了した旨、

ＪＢネットに通知(⑦)。登録機関が、当該通知をＪＢネットから受

け取ると、登録簿の書き替えが行われる(⑧)。

（注）上図の資金決済方法は一例（譲渡人、譲受人がともに、日銀ネット当預系利用先である場合）。

決済日の「３

時」時点
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